
奈良市包括的道路維持管理業務委託の実施に係る 

プロポーザル審査委員会設置要領 

 

（設置の目的） 

第１条 奈良市包括的道路維持管理業務の委託事業者選定にあたり、公募型プロポーザル方式により

選定することを目的として、応募のあった事業者（以下「応募事業者」という。）の審査を適正か

つ公平に行うため、奈良市包括的道路維持管理業務委託の実施に係るプロポーザル審査委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

(1) 募集要項の策定 

(2) 応募事業者から提出された関係書類及び応募事業者が行う説明に基づき審査するための評価

基準及び評価方法の策定 

(3) 応募事業者から提出された関係書類及び応募事業者が行う説明に基づく審査 

(4) その他必要と認められる事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員５人で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 専門的知識を有する者 

(3) その他市長が適当と認める者 

３ 委員が公職にあることにより委嘱され、又は任命された場合は、その職を退いたときに委員の職

を失うものとする。 

４ 前項に規定する場合を除き、委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該受託候補者の選定につい

ての審査が終了した年度末までとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、任期中

であっても解嘱し、又は解任することがある。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその

職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が互選される前に

招集する会議は、市長が招集する。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

（会議の公開） 

第６条 委員会の会議の公開については、奈良市情報公開条例（平成１９年奈良市条例第４５号）第



２９条の規定に基づき行うものとする。 

（報告） 

第７条 委員会は、審査終了後、その結果を市長に報告するものとする。 

（報酬） 

第８条 委員の報酬の額は、日額 10,000円とする。 

 （費用弁償） 

第９条 委員の費用弁償の額は、奈良市報酬及び費用弁償に関する条例別表第２に定める額とする。 

（庶務） 

第 10条 委員会の庶務は、道路維持課において処理する。 

 （守秘義務） 

第 11条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も

同様とする。 

（委任） 

第 12条  この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

 

附 則 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 


